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都
労
連
は
、
６
月
27
日
（
水
）

15
時
よ
り
専
門
委
員
会
交
渉
を
、

引
き
続
い
て
小
委
員
会
交
渉
を

行
い
、
「
労
働
時
間
短
縮
・
休

暇
制
度
の
改
善
要
求
」
「
福
祉

関
連
要
求
」
「
職
場
環
境
改
善

要
求
」
の
３
本
の
要
求
書
を
提

出
し
ま
し
た
。

提
出
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ

け
、
①
休
暇
制
度
の
改
善
と
超

勤
縮
減
の
効
果
的
な
対
策
、
②

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
や
育

児
・
介
護
に
関
わ
る
要
求
の
踏

み
込
ん
だ
検
討
、
③
パ
ワ
ー
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
防

止
対
策
、
を
求
め
ま
し
た
。

都
側
は
、
職
場
環
境
整
備
の

必
要
性
は
認
め
つ
つ
も
、
職
員

の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
都
民
の

理
解
と
納
得
が
得
ら
れ
る
こ
と

が
前
提
に
な
る
と
し
、
①
休
暇

制
度
は
総
体
と
し
て
充
実
し
て

い
る
、
②
今
年
度
「
次
世
代
育

成
支
援
プ
ラ
ン
（
後
期
計
画
）
」

を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も
の
に

な
る
よ
う
見
直
し
に
取
り
組
む
、

③
良
好
な
職
場
環
境
づ
く
り
に

向
け
管
理
監
督
者
研
修
の
取
り

組
み
を
進
め
る
、
と
の
認
識
を

示
し
ま
し
た
。

退
職
手
当
に
関
し
て
は
、

「
こ
れ
ま
で
に
な
い
厳
し
い
内

容
で
の
見
直
し
は
、
間
近
に
迫
っ

て
い
る
」
と
し
て
、
「
国
の
動

向
を
注
視
し
つ
つ
、
支
給
水
準

や
職
責
反
映
の
あ
り
方
等
を
含

め
た
構
造
見
直
し
」
の
検
討
を

進
め
る
と
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
現
場
調
査
を
踏
ま

え
、
今
秋
の
給
与
改
定
交
渉
期

に
向
け
、
諸
課
題
の
議
論
を
深

め
て
い
く
考
え
を
示
し
ま
し
た
。

都
労
連
は
、
退
職
手
当
に
つ

い
て
、
国
に
追
随
し
た
拙
速
な

見
直
し
と
削
減
は
認
め
ら
れ
な

い
立
場
を
明
確
に
し
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
制
度
と
給
付
水
準

の
大
幅
か
つ
急
激
な
変
更
は
職

員
の
生
活
に
与
え
る
影
響
が
重

大
で
あ
る
と
し
て
、
十
分
な
労

使
協
議
を
求
め
ま
し
た
。
現
場

調
査
に
つ
い
て
は
、
「
職
場
実

態
を
踏
ま
え
て
労
使
で
十
分
検

証
し
て
協
議
の
促
進
を
図
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
こ
の

調
査
を
通
じ
て
真
摯
に
現
場
の

実
態
に
向
き
合
い
制
度
全
般
の

改
善
に
向
け
て
議
論
を
深
め
、

要
求
の
解
決
に
結
び
つ
け
る
こ

と
が
協
議
の
前
提
で
あ
る
」
と

し
て
、
要
求
に
応
え
る
こ
と
を

重
ね
て
求
め
ま
し
た
。

皆様からのご意見や情報

をお待ちしております。

keizaisibu@aurora.ocn.ne.jp

都
労
連
「
労
働
時
間
短
縮
・
休
暇
制
度
の
改
善
要
求
書
」
、

「
福
祉
関
連
要
求
書
」
、
「
職
場
環
境
改
善
要
求
書
」
を
当
局
に
提
出

2012年 労働時間短縮・休暇制度の改善要求書

１ 労働時間の短縮について ４事項

２ 休暇制度の新設・改善について ７事項

2012年 都労連福祉関連要求書

１．次世代育成支援対策にかかわる事項

〔職員次世代育成支援プランについて〕 ３事項

〔妊娠・出産にかかわる事項〕 ８事項

〔育児にかかわる事項〕 １０事項

２．家族の看護等にかかわる事項

(1) 介護休暇制度 ６事項

（2) 短期介護休暇制度 ２事項

３．勤務の軽減・通院にかかわる事項 ７事項

４．人事制度等にかかわる事項 ３事項

５．生理休暇にかかわる事項 １事項

2012年職場環境改善要求書

セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント
防止対策にかかわる要求

１．セクシュアル・ハラスメント防止対策にかかわる事項 ７事項

２．パワー・ハラスメント防止対策にかかわる事項 ５事項

３．研修にかかわる事項 ３事項

４．相談、救済体制にかかわる事項 ８事項

男女平等に関する要求

１．人事制度、休暇制度、研修、施設・設備にかかわる事項 ４事項

２．旧姓使用にかかわる事項 ２事項

メンタルヘルスケアに関する要求

１．病気休暇を180日に戻すこと。少なくとも、精神疾患に起因する場

合は期間を延長すること。

２．メンタル不全による休職者を減らす実効ある対策を講じること。

３．発病や再発に至る原因、職場復帰訓練や再発防止策の成果を明ら

かにし、円滑な復職を図ること。

４．「東京都職員心の健康づくり計画」などメンタルヘルスケアにつ

いては、労使協議事項として都労連及び各単組などと十分な協議を

行うこと。

５．メンタルヘルスに必要な予算の拡充をすること。

６．常勤の精神保健スタッフ（特に精神保健相談員）の増員をはかる

こと。

７．職場復帰訓練は、本人の希望がある場合、所属職場以外でも行え

るようにすること。

８．職場復帰訓練中の通勤手当を補償すること。また、職場復帰訓練

中の通勤災害・公務災害について認定できるよう法改正も含めた対

策を講じること。

９．メンタルヘルスケアの必要な職員を業績評価の対象から除外する

こと。

10．労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会の設置による健康管理体

制を整備・充実するよう、区市町村教育委員会への情報提供と援助

を強めること。



新
た
な
高
齢
期
雇
用
制
度
は
、
２
０

１
３
年
度
か
ら
年
金
支
給
開
始
年
齢
が

３
年
に
１
歳
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
60
歳
以
降
無
年
金
に
な
る
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
年
金
が
支
給
さ
れ
る

ま
で
の
「
雇
用
と
年
金
の
接
続
」
を
図

る
も
の
で
す
。

都
庁
職
は
、
各
支
部
か
ら
の
意
見
を

踏
ま
え
、
高
齢
期
雇
用
に
関
す
る
基
本

的
な
考
え
方
を
整
理
し
、
都
庁
職
と
し

て
次
の
よ
う
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

１
．
原
則
と
し
て
定
年
制
延
長
の
実
施

に
つ
い
て
、
13
年
度
か
ら
の
年
金
支
給

開
始
年
齢
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
遅
れ

る
こ
と
な
く
、
早
急
に
求
め
て
い
く
。

ま
た
、
61
歳
以
降
の
賃
金
水
準
は
60
歳

定
年
時
の
賃
金
を
基
本
と
し
ま
す
。

２
．
定
年
制
延
長
が
公
的
年
金
の
支
給

開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
に
間
に
合
わ
な

い
場
合
に
は
、
当
面
の
対
応
と
し
て
、

都
庁
版
「
継
続
雇
用
制
度
」
の
確
立
を

目
指
し
て
い
き
ま
す
。

都
庁
版
「
継
続
雇
用
制
度
」
は
、

「
新
た
な
再
任
用
制
度
（
フ
ル
タ
イ
ム
・

短
時
間
）
」
を
構
築
す
る
イ
メ
ー
ジ
で

あ
り
、
厚
生
労
働
省
労
働
政
策
審
議
会

建
議
で
「
無
年
金
・
無
収
入
と
な
る
者

が
生
じ
な
い
よ
う
、
継
続
雇
用
制
度
の

対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を

廃
止
す
る
こ
と
が
適
当
」
と
す
る
こ
と

に
基
づ
き
、
希
望
者
全
員
の
雇
用
を
基

本
と
し
た
制
度
で
す
。

そ
し
て
、
「
フ
ル
タ
イ
ム
の
継
続
雇

用
」
か
ら｢

短
時
間
の
継
続
雇
用
」
へ
の

移
行
に
つ
い
て
も
本
人
希
望
を
尊
重
し
、

可
能
と
し
ま
す
。

３
．
都
庁
版
「
継
続
雇
用
制
度
」
の
賃

金
水
準
に
関
し
て
は
、
無
年
金
期
間
の

生
活
の
安
定
と
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、

１
級
職
を
は
じ
め
、
そ
の
賃
金
水
準
を

大
幅
に
引
き
上
げ
、｢

フ
ル
タ
イ
ム｣

の

｢

継
続
雇
用｣

の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
60

歳
時
の
８
割
以
上
の
賃
金
水
準
を
確
保

し
、
退
職
時
の
職
と
し
て
任
用
し
ま
す
。

４
．
都
に
お
け
る
「
加
齢
に
伴
い
就
労

が
厳
し
く
な
る
職
務
に
従
事
す
る
職
員
」

等
、
困
難
職
種
に
対
し
て
、
「
多
様
な

働
き
方
」
を
整
備
し
、
知
識
・
経
験
・

能
力
を
活
か
せ
る
職
場
配
置
を
基
本
と

し
、
ベ
テ
ラ
ン
職
員
と
し
て
の
具
体
的

な
任
務
を
職
場
ご
と
に
明
確
に
す
る
と

と
も
に
、
加
齢
に
伴
う
困
難
職
種
に
つ

い
て
は
、
65
歳
ま
で
働
き
続
け
ら
れ
る

職
場
の
確
保
を
前
提
に
、
夜
勤
・
当
直

は
し
な
い
等
、
業
務
分
担
の
軽
減
に
よ

る
対
応
を
図
る
こ
と
も
含
め
、
業
務
内

容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
労
使
協
議
に

よ
り
、
創
意
工
夫
し
た
内
容
を
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

５
．
年
金
支
給
開
始
年
度
後
に
つ
い
て

は
、
都
庁
版
「
継
続
雇
用
制
度
」
の

「
フ
ル
タ
イ
ム
」
か
ら
「
短
時
間
」
、

ま
た
「
短
時
間
」
か
ら
「
フ
ル
タ
イ
ム
」

へ
の
切
り
替
え
を
可
能
と
し
ま
す
。

６
．
円
滑
な
執
行
体
制
を
確
保
す
る
た

め
、
「
短
時
間
」
の
「
継
続
雇
用
」
職

員
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
定
数
外
と
し
、

定
数
カ
ウ
ン
ト
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

も
、
現
行
定
数
と
の
関
係
で
、
適
切
な

定
数
カ
ウ
ン
ト
を
実
施
さ
せ
、
定
数
削

減
と
連
動
さ
せ
な
い
よ
う
求
め
て
い
き

ま
す
。

７
．
都
庁
版｢

継
続
雇
用
制
度｣

に
基
づ

く
職
場
環
境
・
労
働
条
件
の
整
備
を
確

立
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
き
ま
す
。

８
．
年
齢
の
バ
ラ
ン
ス
・
人
材
育
成
の

観
点
か
ら
計
画
的
な
新
規
職
員
の
採
用

を
求
め
て
い
き
ま
す
。
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新
た
に
映
画
の
前
売
券
が
入
り
ま

し
た
の
で
ご
案
内
し
ま
す
。

経
済
職
員
互
助
会
の
映
画
鑑
賞
券

助
成
に
よ
り
、
一
般
券
は
９
０
０
円
、

子
供
券
は
４
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

（
★
は
子
供
券
あ
り
）

・
図
書
館
戦
争

・
ラ
ム
・
ダ
イ
ア
リ
ー

・
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
ま
さ
お
君
が
行
く
！
★

・
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
ま
さ
お
君
が
行
く
！

親
子
ペ
ア
券

・
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト

ラ
イ
ジ
ン
グ

・
臨
場

劇
場
版

・
ス
ノ
ー
ホ
ワ
イ
ト

・
メ
リ
ダ
と
お
そ
ろ
し
の
森
★

・
そ
れ
い
け
ア
ン
パ
ン
マ
ン

・
お
お
か
み
こ
ど
も
の
雨
と
雪
★

・
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
ス
パ
イ
ダ
ー
マ
ン

・
Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｖ
Ｅ

Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
海
猿

・
ア
ベ
ン
ジ
ャ
ー
ズ

・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
３
★

・
ロ
ー
マ
法
王
の
休
日

・
Ｒ
Ｏ
Ａ
Ｄ

Ｔ
Ｏ

Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ

―
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｕ
Ｔ
Ｏ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｍ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｅ
―
★

・
崖
っ
ぷ
ち
の
男

・
ト
ー
タ
ル
・
リ
コ
ー
ル

・
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

・
だ
れ
も
が
ク
ジ
ラ
を
愛
し
て
る
。

・
Ａ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ

ア
ナ
ザ
ー

映
画
鑑
賞
券

高
齢
期
雇
用
に
関
す
る
都
庁
職
と
し
て
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て

※各分会１名以上の参加をお願いします。

上記、サッカー場の左側｢網かけ部分｣

の支部旗のところに集合して下さい。


	2号1面.pdf
	2号2面

